
スルガＶｉｓａクレジットカード会員規約  
第１章 一般条項 

第１条（会員） 

１.スルガ銀行株式会社（以下「当社」という。）に対し本規約を承認のうえ、当社が運

営するクレジットカード取引システム（以下「カードシステム」という。）への入会を

申し込まれた方で、当社が審査のうえ、入会を承認した方を本会員とします。 

２.本会員が自己の代理人として指定し、当社に対する代金の支払いその他当社との契約

に関する一切の責任を負うことを承認のうえ、入会を申し込まれた当該本会員の家族

で、当社が入会を承認した方を家族会員とします。 

３.本会員と家族会員を併せて会員といいます。 

４.家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資

格を喪失するものとします。 

５.本会員が家族会員に対する代理人の指定を撤回・取消すときは、第１８条第４項に定

める所定の方法により届出るものとし、本会員は、この届出以前には家族会員の代理権

が消滅したことを当社に対して主張することはできません。 

６.本会員と当社との契約は、当社が入会を認めたときに成立します。 

 

第２条（カードの発行と管理） 

１.当社は、会員に対し当社が会員氏名・会員番号・カードの有効期限等（以下「カード

情報」という。）を表示して発行するスルガＶｉｓａクレジットカード（以下「カー

ド」といい、このうち家族会員に貸与されるカードを「家族カード」という。）を貸与

します。 

２.会員は、当社からカードを貸与されたときは、ただちに当該カードの署名欄に自署を

するものとします。 

３．カードは、カード裏面の、署名欄に自署した会員本人以外は使用できないものとしま

す。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードならびにカード情報を利用・管

理するものとします。 

４.カードの所有権は当社に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡および質入

れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に使用させる

ことは一切できないものとします。 

５.家族会員による家族カードならびにカード情報の利用は、すべて本会員の代理人とし

ての利用となり、当該家族カードならびにカード情報の利用に基づく一切の支払債務

は、本会員に帰属するものとします。このとき、家族会員は、当社が家族カードの利用

内容・利用状況等を本会員に通知することをあらかじめ承諾するものとします。 

６.本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対

し本規約を遵守させるものとし、家族会員が本規約に違反したことによる当社の損害

（本条第２項、第３項、第４項の違反に伴う損害を含むが、これに限られない。）を賠

償するものとします。 

７.当社は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正使用されている、また

はそのおそれがあると判断したとき、会員に通知することなく会員のカードを無効とす

ることができるものとします。カードが無効になったときにおいて、会員が、当社の行

なう不正使用に関する調査に協力し、当社所定の方法により本人利用確認ができたとき

には、当社は当該無効登録を解除し、また、本人利用確認ができないときでも、当社が

認めたときには、当社は当該会員に対し新たにカードを発行することができるものとし

ます。 

８.カードには、一般カード、ゴールドカードの種類があり、カードの種類により別途特

約があるときは、その特約に従うものとします。 

 



第３条（カードの有効期限） 

１.カードの有効期限は当社が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとし

ます。 

２.カードの有効期限までに退会の申出がない会員で、当社が審査のうえ、引き続き会員

として認める方に対し、有効期限を更新した新カードと会員規約書面を送付します。 

３.有効期限内におけるカード利用による代金の支払いについては、有効期限経過後にお

いても本規約を適用するものとします。 

４.カードの有効期限内であっても、発行後相当期間利用がない等の理由により当社が必

要と判断したときは、カード機能を停止したうえ、退会となります。 

 

第４条（年会費） 

１.会員は、当社に対し、カード送付時等に指定する月の約定支払日に、当社所定の年会

費を支払うものとします。ただし、年会費が当該約定返済日に支払われなかったときに

は、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。 

２.すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格を喪失したとき、その他理由の

如何を問わず原則として返還しないものとします。 

 

第５条（暗証番号、パスワード） 

１.会員はカードの暗証番号（４桁の数字）を当社に登録するものとします。ただし、会

員からの申出の無いとき、または当社が暗証番号として不適切と判断したときには、当

社が所定の方法により暗証番号を登録し、会員に通知するものとします。 

２.会員は、当社所定の方法によりカードの暗証番号を変更できるものとします。ただ

し、ＩＣカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続が必要となります。 

３.当社は、当社所定の方法により電話取引用のパスワード（４桁の数字）を登録し、会

員に通知するものとします。ただし、会員は、当社所定の方法により電話取引用のパス

ワードを変更できるものとします。電話取引では第２５条所定の取引ができるものとし

ます。 

４.当社は、当社所定の方法によりインターネット取引用のパスワード（６〜１５桁の英

数字）を登録し、会員に通知するものとします。ただし、会員は、当社所定の方法によ

りインターネット取引用のパスワードを変更できるものとします。インターネット取引

では第２５条所定の取引ができるものとします。 

５.会員は、本条第１項、第３項および第４項に定める暗証番号およびパスワードについ

て変更するとき、「００００」、「９９９９」等の同一数字全桁または生年月日、電話

番号等第三者が容易に推測できる番号は設定できないものとします。 

６.会員は、カードの暗証番号、電話取引用のパスワード、インターネット取引用のパス

ワードを他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとしま

す。当社に責のあるときを除き、本会員はこれら登録された暗証番号ならびにパスワー

ドが使用されて生じた一切の債務、損害等について支払いの責を負うものとします。 

 

第６条（カード利用限度額） 

１.当社は、家族会員の利用を含んで審査のうえ、カード利用限度額とカード利用限度額

の内枠としての極度型ローン（以下「ローンサービス」という。）の限度額を設定して

本会員に通知します。 

２.会員は、第３１条に定めるリボルビング払い（以下「リボ払い」という。）によるシ

ョッピング（以下「リボショッピング」という。）利用代金、第３８条に定めるローン

サービスの融資金、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額の合計

額がカード利用限度額を超えない範囲でカードを利用することができます。 

３.カード利用限度額ならびにローンサービス限度額は、会員の信用状態が悪化したと認



められる場合や当社が必要と認めた場合には、当社は特段の通知を要せず減額できるも

のとします。 

４.カード利用限度額ならびにローンサービス限度額は、当社が適当と認めた場合には、

増額できるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申出があったとき

は増額しません。 

５.会員は、当社が承認したときを除き、カード利用限度額ならびにローンサービス限度

額を超えてカードを利用してはならないものとします。 

６.本会員は、当社の承認を得ずにカード利用限度額ならびにローンサービス限度額を超

えてカードを利用（家族会員による家族カードの利用を含む。）したときについても当

然に支払いの責任を負うものとします。また、超過した金額は、当社の請求に応じて一

括してお支払いいただくときがあります。 

 

第７条（複数のカード保有における利用限度額） 

本会員が、当社のカードシステムにより発行するカードの他に同システムにより発行

する当社の提携カードを保有する等、本会員として当社から複数枚のカードを貸与さ

れているときは、各々のカード利用限度額ならびにローンサービス限度額について前

条第２項、第３項、第４項および第５項を適用するとともに、複数枚のカードのカー

ド利用限度額、ならびにローンサービス限度額の合計を最も限度額の高いカード利用

限度額およびローンサービス限度額に制限し、前条第６項を適用します。 

 

第８条（代金の支払い） 

１.本会員は、第３１条に定めるリボショッピングの利用代金、第３４条に定めるリボシ

ョッピングの手数料および第３８条に定めるローンサービスの融資金、第４０条に定め

るローンサービスの利息、その他本会員が本規約に基づき当社に対して負担する一切の

債務（以下「未払債務」という。）について、毎月末日（以下「締切日」という。）に

締切り、翌月１０日（以下「利用明細確定日」という。）に利用明細が確定し、会員が

支払いのために指定した本会員名義の預金口座から口座振替、または通常郵便貯金から

自動払込み（以下預金口座、通常郵便貯金を総称して「決済口座」という。）により、

翌々月の５日（以下「支払期日」という。）に支払うものとします。ただし、支払期日

の当日が金融機関休業日のときは、翌営業日となります。 

２.前項にかかわらず、本会員が希望し、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預

金口座へ振込む等当社が別途指定する方法で支払うものとし、このときの振込手数料等

は本会員が負担するものとします。 

３.当社は、利用明細確定日以降に、締切日におけるリボショッピング利用代金の未払い

残高（以下「リボショッピング利用残高」という。）、ローンサービスの融資金の未払

い残高（以下「ローンサービス利用残高」という。）、翌月の支払期日における約定返

済額等を記載した利用代金明細書を発行し、本会員が指定した住所宛てに送付、または

当社所定の方法で本会員に通知します。ただし、年会費のみの請求のときは、利用代金

明細書の発行を省略することがあります。 

４.本会員は、利用代金明細書の内容に異議があるときには、通知を受けた後１０日間以

内に当社に対し、異議を申出るものとします。 

 

第９条（海外利用代金の決済レート等） 

１．海外利用代金の決済については、外貨をＶｉｓａの決済センターにおいて集中決済さ

れた時点でのＶｉｓａの指定するレートに、当社所定の手数料（海外取引関係事務処理

経費に相当する手数料とする）を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外での

ローンサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 

２．会員が返品・解約等によりクレジット取引をキャンセルした場合の返金についても、



前項と同様に外貨をＶｉｓａの決済センターにおいて集中決済された時点でのＶｉｓａ

の指定するレートに、当社所定の手数料（海外取引関係事務処理経費に相当する手数料

とする）を加えたレートで円貨に換算します。 

３．会員は、海外におけるクレジット取引について、外国為替ならびに外国貿易管理に関

する諸法令等を遵守するものとし、これらの法令等を遵守するうえで当社が必要と判断

した許可証、証明書その他当社が指定する書類等を、当社の求めに応じ提出することと

します。また、当社判断により、クレジット取引の利用を制限または停止する場合があ

ることに、あらかじめ同意するものとします。 

 

第１０条（決済口座の残高不足等による再振替等） 

決済口座の残高不足等により、支払期日に約定返済金額の口座振替または自動払込みが

できないときには、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部に

つきこれを行なうことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったとき

は、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 

 

第１１条（支払金等の充当順序） 

本会員が弁済した金額が未払債務全額を完済させるに足りないときは、本会員からの申

出がない限り、当社は、特に通知せずに法律で認められる範囲内において、当社が適当

と認める順序・方法により、いずれの未払債務にも充当できるものとします。ただし、

本規約に定めるリボ払いの支払停止の抗弁に係る未払債務については、割賦販売法の規

定によるものとします。 

 

第１２条（当社からの相殺） 

１.本会員が本規約に基づく取引による債務を履行しなければならないときは、当社はそ

の債務と当社に対する本会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわ

らず、いつでも相殺することができるものとします。このとき、当社は書面により通知

します。 

２.前項によって相殺するときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺計

算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率による

ものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用す

るものとします。ただし、期限未到来の預金等の利率は、期限前解約利率によらず約定

利率によることとし、その計算は、１年を３６５日とする日割で行なうものとします。 

 

第１３条（本会員からの相殺） 

１.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づく取引による債務とを、そ

の債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。このとき、相殺

計算をする日の７日前までに当社に書面により通知するものとし、相殺した預金その他

の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに当社に提出していただきます。 

２.前項によって相殺をするときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺

計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率によ

るものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用

するものとします。 

 

第１４条（充当の指定） 

１.当社または本会員から相殺するときに、本会員に本規約に基づく取引による債務の他

に債務があるときは、当社は債権保全上の事由により、本会員の債権をどの債務との相

殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはで

きません。 



２.前項によって当社が指定する本会員の債務に期限の未到来の債務があるときは、期限

が到来したものとします。 

 

第１５条（手数料率、利率の変更） 

リボショッピングの手数料率、ローンサービスの利率および遅延損害金の利率は、本規

約に定めるところに基づき、変更できるものとします。このとき、変更後の手数料率、

利率は、当社から本会員に通知後の利用分から適用するものとします。 

 

第１６条（費用の負担） 

１.本会員が振込みにて未払債務を返済するときの金融機関等の振込手数料、カード利用

または本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は、本会員の負

担とします。 

２.当社が債権の保全実行のため要した費用のうち、印紙代、公正証書作成費用等弁済契

約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、執行等法的措置に関する申立および送達

等の費用は、会員資格取消しならびに退会後といえどもすべて本会員の負担とします。 

 

第１７条（カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格の取消し） 

１.当社は、本会員が支払いを遅滞する等本規約に違反したとき、あるいは違反するおそ

れがあるとき、その他当社が必要と判断したときには、次の各号の全部または一部の措

置をとることができます。 

（１）カード利用の全部または一部の停止。 

（２）カードの貸与の停止ならびにカードの返却請求。 

（３）加盟店等に対する当該カードの無効通知。 

（４）当社が必要と認めた法的措置。 

２.前項各号の措置は、加盟店等を通じて行なわれるほか、当社所定の方法によるものと

します。 

３.本会員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他当社が本会員として不適当と認

めたときには、当社は、何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取消すことができ

ます。このとき、本会員は、当社の指示に従ってただちにカードを当社へ返却、または

カードに切り込みを入れて破棄するものとします。 

（１）当社への届出事項に関して届出を怠ったとき。 

（２）当社への届出事項に関して虚偽の申告をしたとき。 

（３）本規約の各条項のいずれかに違反したとき。 

（４）約定返済の支払を怠ったとき。 

（５）差押・仮差押・破産等の申立または取引停止処分があったとき、その他会員の信

用状態に重大な変化が生じたとき。 

（６）カードの利用状況、支払状況またはカードの管理が適当でないと当社が判断した

とき。 

（７）現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピング枠を利用し

たとき。 

４.本会員が、本条第１項ならびに第３項に該当したときには、家族会員も同様の措置を

受けることとなります。 

 

第１８条（退会等） 

１.本会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができます。このとき、本会員

は、当社の指示に従ってただちにカードを返却、またはカードに切り込みを入れて破棄

するものとします。 

２.本会員は、退会に際し、当社から請求があったときには、本規約に定める支払期日に



かかわらず、未払債務全額をただちに支払うものとします。ただし、当社が認めるとき

は、通常の支払方法によるものとします。このとき、本会員は当社に対する未払債務全

額を完済したときをもって退会となります。 

３.本会員が退会したときには、家族会員も当然に退会となります。 

４.家族会員のみが退会するとき、あるいは本会員が家族会員に対する代理人の指定を撤

回・取消すときは、退会、または代理人の指定を撤回・取消す当該家族会員のカードを

添え、当社所定の方法により当社へ届出るものとします。 

 

第１９条（期限の利益の喪失） 

１.本会員は、次の各号のいずれかに該当したときには、通知、催告を受けることなく当

社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うも

のとします。 

（１）支払期日に約定返済を１回でも遅滞したとき。（ただし、リボショッピング利用

代金の場合は除く。） 

（２）支払期日にリボショッピング利用代金約定返済を遅滞し、当社から 20日以上の相

当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に

支払わなかったとき。 

（３）商品の購入が会員にとって商行為（業務提供誘引販売個人契約ならびに連鎖販売

個人契約を除く。）となるとき。 

（４）自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止した

とき。 

（５）差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立、または滞納処分を受けたとき。 

（６）破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生、もしくはこれらに類する倒産

手続の申立を受けたとき、または自らこれらの申立をしたとき。 

２.本会員は、次の各号のいずれかに該当したときには、当社の請求により当社に対する

一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとしま

す。 

（１）本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 

（２）その他本会員の信用状態が著しく悪化したとき。 

３.本会員は、第１７条第３項の定めにより会員資格を取り消されたときは、当社の請求

により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を

支払うものとします。（ただし、リボショッピング利用代金の未払債務を除く。） 

 

第２０条（遅延損害金） 

１.本会員が、支払期日にリボショッピング利用代金の未払債務の支払いを遅滞したとき

は、支払期日の翌日から支払いに至るまで、約定支払額のうちのショッピング利用代金

相当分に対し、また前条の定めにより、リボショッピング利用代金の未払債務について

期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまでリボショッ

ピング利用残高に対し、年１４．６０％を乗じた額を遅延損害金として支払うものとし

ます。このときの計算方法は、年３６５日の日割計算とします。 

２.本会員が、支払期日にローンサービス融資額の未払債務の支払いを遅滞したときは、

支払期日の翌日から支払いに至るまで、約定支払額のうちの融資金相当分に対し、また

前条の定めにより、ローンサービス融資金の未払債務について期限の利益を喪失したと

きは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまでローンサービス利用残高に対し、年

１９．５０％を乗じた額を遅延損害金として支払うものとします。このときの計算方法

は、年３６５日の日割計算とします。 

※閏年は実質年率１９．５５％ 

 



第２１条（カードの紛失・盗難、偽造・変造および損害の補てん） 

１.会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードおよびカード情報を

使用されたとき、そのカードならびにカード情報の使用により生じる一切の未払債務に

ついては本規約を適用し、すべて本会員が責を負うものとします。 

２.前項にかかわらず、会員が紛失・盗難、偽造・変造等の事実をすみやかに当社へ直接

電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ当社所定の方法で指定期間内に

届出をし必要な手続きをしたときは、当社がその連絡を受理した日を含めて６１日前ま

でさかのぼり、当社は本会員に対し、その後に発生した損害について補てんまたは支払

いを免除します。ただし、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき、本会

員は、その支払いを免除されないものとします。 

（１）紛失・盗難、偽造・変造が会員の故意または重大な過失によって生じたとき。 

（２）会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者

等、会員の関係者が紛失・盗難、偽造・変造に関与し、または不正使用したと

き。 

（３）戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じたとき。 

（４）カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。 

（５）カードが他人に譲与・貸与または担保差入れされているときに行なわれたカード

の不正使用。 

（６）当社所定の書類ならびに手続に必要な書類の提出を拒む、または当社指定期間内

に提出がないときや提出したこれら書類の内容に不備・虚偽があるとき。 

（７）当社ならびに保険会社などが行なう不正使用被害調査に協力しないとき。 

（８）その他本規約に違反しているとき。 

 

第２２条（カードの再発行） 

当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等により会員が当社所定の届出を行ない、当

社が適当と認めたときに限り、カードを再発行します。このとき、本会員は当社所定の

カード再発行手数料を支払うものとします。 

 

第２３条（付帯サービス等） 

１.会員は、当社または当社が提携する業務委託先（以下「サービス提携先」という。）

が提供するカード付帯サービスならびに特典（以下「付帯サービス」という。）を利用

することができます。会員が利用できる付帯サービスならびにその内容については別途

当社から会員に対して通知します。 

２.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等があるときには、それに従うものと

し、付帯サービスの利用ができないときがあることをあらかじめ承諾するものとしま

す。 

３.会員は、当社またはサービス提携先が必要と認めたときには、その付帯サービスの提

供を中止、または内容を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。 

 

第２４条（届出事項の変更） 

１.会員は、当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先・暗証番号・決済口座・家族会

員等の事項について変更が生じたとき、その他当社が必要と認めるときには、当社所定

の方法により遅滞なく変更事項を届出るものとします。 

２.前項の届出がないために、届出住所にあててなされた当社からの通知または送付書類

その他の物が延着または未着となったときは、通常到着すべきときに会員に到着したも

のとみなします。 

 

第２５条（電話またはインターネット等による取引） 



１.会員は、当社が定める所定のサービス等の申込み、当社への照会、前条第１項に定め

る届出等を電話またはインターネット等により行なうことができるものとします。 

２.会員は、前項の取引を行なうとき、原則として電話用パスワード、インターネット用

パスワード、または当社が別に定めた方法によって本人確認を行なうものとし、その取

引内容は録音または記録され、当社に相当期間保存されるものとします。 

 

第２６条（外国為替ならびに外国貿易管理に関する諸法令等の適用） 

会員は、日本国外でのカード利用に際して、外国為替ならびに外国貿易管理に関する諸

法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限ある

いは停止に応じていただくことがあります。 

 

第２７条（反社会的勢力の排除） 

１.会員は、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に

わたっても該当しないことを確約するものとします。 

（１）暴力団 

（２）暴力団員ならびに暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者。 

（３）暴力団準構成員 

（４）暴力団関係企業 

（５）総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

（６）その他前各号に準ずる者 

２.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行なわないことを確

約するものとします。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社

の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３.会員が第１項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為

をし、または会員が第１項の規定に基づく表明・確約に関して当社に虚偽の申告をした

ことが判明し、会員との取引を継続することが不適切であると当社が判断したときに

は、当社からの請求によって本会員は当社に対するいっさいの債務について期限の利益

を失い、ただちに債務を弁済するものとします。 

４.前項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。 

 

第２８条（合意管轄裁判所） 

会員と当社との間の訴訟その他法的手続については、訴額の如何にかかわらず、会員の

住所地、商品等の購入地および当社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所

または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 

 

第２９条（準拠法） 

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 

 

第３０条（規約の変更） 

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更す

る必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について

当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更

できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。 



 

第２章ショッピング条項 

第３１条（ショッピングの利用方法） 

１.会員は、次の各号に掲げる加盟店（以下「加盟店」という。）にカードを提示し、所

定の売上票にカード裏面の署名と同じ署名を行なうことにより、商品の購入またはサー

ビスの提供等を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、

売上票への署名を省略することにより売買取引を行なうことができます。Ｖｉｓａマー

クのある加盟店でご利用いただけます。ただし、加盟店であっても提供する商品（サー

ビス含む）により、Ｖｉｓａカード決済ができないこともあります。また、各国の法令

などによりＶｉｓａカード決済が制限されるときもあります。 

（１）当社の加盟店 

（２）当社の提携クレジット会社の加盟店 

（３）Ｖｉｓａと提携した金融機関・クレジットカード会社の加盟店 

２.コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行なう加盟店にお

いては、カードの提示、売上票への署名に代えて、カード情報をオンラインによって当

該加盟店に送付する等当社が適当と認める方法により、商品の購入またはサービスの提

供等を受けることができます。また、通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は、

当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができま

す。 

３.カードがＩＣカード（ＩＣチップを搭載したカード）のときには、当社が指定する加

盟店においては、売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカー

ドの暗証番号を入力する等当社が適当と認める方法により、商品の購入またはサービス

の提供等を受けることができます。ただし、端末機の故障等のとき、または別途当社が

適当と認める方法を定めているときには、他の方法でカードを利用していただくことが

あります。 

４.会員は、当社が適当と認めたときには、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する

方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段とし

てカードを利用することができます。このとき、会員は自身の責任においてカード情報

を事前に加盟店に登録するものとし、カードの再発行や更新、種別変更等により、当該

登録内容に変更があったとき、または会員資格の取消しや退会等により会員資格を喪失

したときは、会員がその旨を当該加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行なうもの

とします。また、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカード情

報の変更ならびにカードの無効情報等を加盟店に対して通知するときがあることを、会

員はあらかじめ承諾するものとします。 

５.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を得るものとします。ただし、利

用金額・購入商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありま

せん。このとき、会員は、加盟店が当社に対してカード利用に関する照会を行なうこと

をあらかじめ承諾するものとします。 

６.会員のカード利用状況、または会員の信用状況等から当社が適当でないと判断したと

き、カードの利用をお断わりすることができるものとします。また、貴金属・金券類・

パソコン等一部の商品については、カードの利用を制限することがあります。 

７.当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断したと

き、会員のカード利用を保留またはお断わりすることがあります。このとき、会員は、

当社が会員自身、または加盟店に対し所定の本人確認の調査を行なうことをあらかじめ

承諾するものとします。 

８.カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとし

ます。また、カードの利用により加盟店と取引した後に、会員と加盟店との合意によっ

てこれを取消すときは、その代金の清算については当社所定の方法によるものとしま



す。 

９.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した

商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店から当

社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員

の事前の承諾を得たときのみ開示されるものとします。 

10.会員は、本条の定めに関わらず、当社が必要と認めたとき、カードの利用を制限され

るときがあることを承諾するものとします。また、カードシステム、通信回線、端末機

のメンテナンスや故障・障がい等のときには、カード利用ができないときがあることを

承諾するものとします。当社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、何ら責

任を負わないものとします。 

11.会員は、当社が適当でないと判断した加盟店において、カード利用できないことをあ

らかじめ承諾するものとします。 

 

第３２条（債権譲渡の承諾・立替払いの委託） 

会員は、加盟店にてカードを利用することにより、当社が当該加盟店から、当該加盟店

が当該会員に対して有する当該取引に基づく債権の譲渡を受けることを異議なく承諾し

ます。または、会員は、加盟店にてカードを利用することにより、当社に対し、当該会

員が当該取引に基づき当該加盟店に負う債務を立替払いすることを委託したものとしま

す。いずれのときも、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。 

 

第３３条（ショッピング利用代金の支払方法） 

１.ショッピング利用代金の支払方法は、すべて最小支払金額方式による残高スライド定

額リボルビング払いとします。 

２.最小支払金額（弁済金）は、毎月の締切日におけるリボショッピング利用残高を規準

とした以下の金額とします。 

リボショッピング利用残高 最小支払金額（弁済

金） 

１円以上 １００，０００円未満 ３，０００円 

１００，０００円以上 ２００，０００円未満 ５，０００円 

２００，０００円以上 ３００，０００円未満 １０，０００円 

３００，０００円以上 ４００，０００円未満 １５，０００円 

４００，０００円以上 ５００，０００円未満 ２０，０００円 

５００，０００円以上 １，０００，０００円未満 ３０，０００円 

１，０００，０００円以上 ５００，０００円未満毎に加算 ＋１５，０００円 

３.前項の最小支払金額（弁済金）には、第３４条に定めるリボショッピング手数料を含

みます。 

４.本会員は、当社所定の方法により、リボショッピング利用残高の全額、または一部を

繰上げて返済することができます。このとき、リボショッピング手数料は、現に支払い

をした日までの期間を対象に計算します。 

５.本会員から、当社所定の方法により、利用明細確定日の翌日から支払期日までの期間

に最小支払金額（弁済金）以上の支払いがなかったとき、会員は、支払期日に最小支払

金額（弁済金）を約定返済金額として支払うものとします。ただし、リボショッピング

利用残高とリボショッピング手数料の合計額が３千円未満のときは、その合計額が約定

返済金額となります。 

６.本会員は、当社所定の方法により、支払期日における最小支払金額（弁済金）を増額

して支払うことができます。 

≪お支払例≫ 



リボショッピング利用残高がない会員（手数料率１５．００％）が、４月２０日にリ

ボショッピングで１００，０００円利用し、その後は利用がなく、繰上げ返済もない

とき 

■第１回目（６月５日）のお支払い 

・締切日（４月末日）時点のリボショッピング利用残高１００，０００円 

・利用明細確定日における最小支払金額（弁済金）５，０００円 

・リボショッピング手数料の計算日数なし 

・支払期日におけるリボショッピング手数料０円 

・利用代金充当額５，０００円 

・お支払い後のリボショッピング利用残高１００，０００円－５，０００円＝９

５，０００円 

■第２回目（７月５日）のお支払い 

・締切日（５月末日）時点のリボショッピング利用残高１００，０００円 

・利用明細確定日における最小支払金額（弁済金）５，０００円 

・リボショッピング手数料の計算日数６月６日〜７月５日＝３０日 

・支払期日におけるリボショッピング手数料９５，０００円×１５．００％×３０

日÷３６５日＝１，１７１円 

・利用代金充当額５，０００円－１，１７１円＝３，８２９円 

・お支払い後のリボショッピング利用残高９５，０００円－３，８２９円＝９１，

１７１円 

■第３回目（８月５日）のお支払い 

・締切日（６月末日）時点のリボショッピング利用残高９５，０００円 

・利用明細確定日における最小支払金額（弁済金）３，０００円 

・リボショッピング手数料の計算日数７月６日〜８月５日＝３１日 

・支払期日におけるリボショッピング手数料９１，１７１円×１５．００％×３１

日÷３６５日＝１，１６１円 

・利用代金充当額３，０００円－１，１６１円＝１，８３９円 

・お支払い後のリボショッピング利用残高９１，１７１円－１，８３９円＝８９，

３３２円 

 

第３４条（リボショッピング手数料） 

１.会員がリボショッピングを利用したとき、リボショッピング利用日から最初に到来す

る支払期日までは、当該リボショッピング利用代金について手数料はかかりません。 

２.本会員は、リボショッピング利用残高に対し、直近の支払日（支払期日または前条第

４項に定める繰上げ返済をした日をいう。以下本条において同じ。）の翌日から次回支

払日まで、以下の手数料率を乗じた額をリボショッピング手数料として次回支払日に支

払うものとします。このときの計算方法は、年３６５日の日割計算とします。 

・一般カード実質年率１５．００％ 

・ゴールドカード実質年率１５．００％ 

 

第３５条（商品の所有権） 

１.商品の所有権は、当社が第３２条の定めにより加盟店の会員に対する債権を譲り受け

たとき、あるいは会員の加盟店に対する債務を立替払いしたときに当社に移転します。 

２.会員は、商品に関する所有権が、リボショッピングの利用代金を完済するまで当社に

留保されることをあらかじめ承諾するものとします。 

 

第３６条（見本・カタログ等と現物の相違） 

会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをしたときにおいて、引き渡され



た商品・権利または提供された役務が見本・カタログ等と相違しているときは、会員

は、加盟店に商品・権利の交換または役務の再提供を申出るか、または当該売買契約も

しくは役務提供契約の解除ができるものとします。 

 

第３７条（支払停止の抗弁） 

１.会員は、リボ払いの場合において、購入した商品・権利または提供を受けた役務に次

のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する

商品・権利または役務について、支払いを停止することができるものとします。 

（１）商品の引渡し、権利の移転、または役務の提供（権利の行使による役務の提供を

含む。本条において以下同じ。）がなされないとき。 

（２）商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵（欠陥）があるとき。 

（３）その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由がある

とき。 

２.当社は、会員が前項の支払停止を行なう旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の

手続をとるものとします。 

３.会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ本条第１項の当該事由解消のため、加

盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。 

４.会員は、本条第２項の申出をするときは、すみやかに本条第１項の当該事由を記載し

た書面（資料があるときには資料を添付のこと）を当社に提出するよう努めるものとし

ます。また、当社が当該事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に

協力するものとします。 

５.本条第１項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は、支払いを

停止することはできないものとします。 

（１）売買契約が会員にとって商行為（業務提供誘引販売個人契約ならびに連鎖販売個

人契約に係るものを除く。）であるとき。 

（２）リボ払いで利用した１回のカード利用に係る現金販売価格の合計が３万８千円に

満たないとき。 

（３）割賦販売法に定める指定権利でない権利の購入のためにカードを利用したとき。 

（４）日本国外の加盟店でカードを利用したとき。 

（５）その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 

６.会員は、当社がリボショッピング利用代金の残高から本条第１項による支払いの停止

額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のリボショッピング利用代金ならび

に手数料の支払いを継続するものとします。 

 

第３章ローンサービス条項 

第３８条（ローンサービスの利用方法） 

１.当社が審査のうえローンサービス限度額を設定したとき、本会員は、本条の定めによ

り自らまたは家族会員を代理人として、設定された限度額の範囲内で繰り返しローンサ

ービスを利用することができます。なお、家族会員がローンサービスを利用したとき、

当該家族会員は、本会員の代理人として融資金を受領したものとみなします。 

２.会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続に従って、当社の指

定する日本国内外の現金自動支払機ならびに現金自動預払機（以下総称して「支払機」

という。）を操作し、支払機から現金の払出しを受けることによりローンサービスを利

用することができます。 

３.本会員は、前項に定める方法のほか、電話・インターネット等当社が認めた方法によ

りローンサービスを利用することができます。このとき、当社は、本会員の決済口座に

融資金を振込む方法により融資を行なうものとします。 

４.ローンサービスは、会員が本条第２項に定める方法で利用したときは、支払機を利用



したときに、前項に定める方法で利用したときは、当社が本会員の決済口座に融資金を

振込んだときに契約が成立するものとします。 

 

第３９条（ローンサービスの融資金の返済方法） 

１.ローンサービスの融資金の返済方法は、すべて最小支払金額方式による残高スライド

定額リボルビング払いとします。 

２.最小支払金額は、毎月の締切日におけるローンサービス利用残高を規準とした以下の

金額とします。 

ローンサービス利用残高 最小支払金額 

１円以上 １００，０００円未満 ３，０００円 

１００，０００円以上 ２００，０００円未満 ５，０００円 

２００，０００円以上 ３００，０００円未満 １０，０００円 

３００，０００円以上 ４００，０００円未満 １５，０００円 

４００，０００円以上 ５００，０００円未満 ２０，０００円 

５００，０００円以上 １，０００，０００円未満 ３０，０００円 

１，０００，０００円以上 ５００，０００円未満毎に加算 ＋１５，０００円 

３.前項の最小支払金額には、第４０条に定めるローンサービスの利息を含みます。 

４.本会員は、当社所定の方法により、ローンサービス利用残高の全額、または一部を繰

上げて返済することができます。このとき、ローンサービスの利息は、現に返済をした

日までの期間を対象に計算します。 

５.本会員から、所定の方法により、利用明細確定日の翌日から支払期日までの期間に最

小支払金額以上の支払いがなかったとき、本会員は、支払期日に最小支払金額を約定返

済金額として支払うものとします。ただし、ローンサービス利用残高とローンサービス

の利息の合計額が３千円未満のときは、その合計額が約定返済金額となります。 

６.本会員は、当社所定の方法により、支払期日における最小支払金額を増額して支払う

ことができます。 

≪ご返済例≫ 

ローンサービス利用残高がない会員（利率１４．９０％）が、４月２０日にローンサー

ビスで１００，０００円を借入し、その後は借入がなく、繰上げ返済もないとき 

■第１回目（６月５日）のご返済 

・締切日（４月末日）時点のローンサービス利用残高１００，０００円 

・利用明細確定日における最小支払金額５，０００円 

・ローンサービスの利息計算日数４月２１日〜６月５日＝４６日 

・支払期日におけるローンサービスの利息１００，０００円×１４．９０％×４６

日÷３６５日＝１，８７７円 

・元本充当額５，０００円－１，８７７円＝３，１２３円 

・ご返済後のローンサービス利用残高１００，０００円－３，１２３円＝９６，８

７７円 

■第２回目（７月５日）のご返済 

・締切日（５月末日）時点のローンサービス利用残高１００，０００円 

・利用明細確定日における最小支払金額５，０００円 

・ローンサービスの利息計算日数６月６日〜７月５日＝３０日 

・支払期日におけるローンサービスの利息９６，８７７円×１４．９０％×３０日

÷３６５日＝１，１８６円 

・元本充当額５，０００円－１，１８６円＝３，８１４円 

・ご返済後のローンサービス利用残高９６，８７７円－３，８１４円＝９３，０６

３円 



■第３回目（８月５日）のご返済 

・締切日（６月末日）時点のローンサービス利用残高９３，０６３円 

・利用明細確定日における最小支払金額３，０００円 

・ローンサービスの利息計算日数７月６日〜８月５日＝３１日 

・支払期日におけるローンサービスの利息９３，０６３円×１４．９０％×３１日

÷３６５日＝１，１７７円 

・元本充当額３，０００円－１，１７７円＝１，８２３円 

・ご返済後のローンサービス利用残高９３，０６３円－１，８２３円＝９１，２４

０円 

７.ローンサービス利用日の翌日から支払期日までの期間を対象に計算した利息が最小支

払金額を超過するときは、最小支払金額に代わり、当該計算された利息の全額を約定返

済金額として支払期日に支払うものとします。 

≪計算例≫ 

ローンサービス利用残高がない会員（利率１４．９０％）が、５月１日にローンサービ

スで１９０，０００円を借入し、その後は借入がなく、繰上げ返済もないとき 

■第１回目（７月５日）のお支払い 

・締切日（５月３１日）時点のローンサービス利用残高１９０，０００円 

・利用明細確定日における最小支払金額５，０００円 

・ローンサービスの利息計算日数５月２日〜７月５日＝６５日 

・支払期日におけるローンサービスの利息１９０，０００円×１４．９０％×６５

日÷３６５日＝５，０４１円 

※支払期日における約定返済金額は、最小支払金額の５，０００円ではなく５，

０４１円となります。 

・元本充当額０円 

・ご返済後のローンサービス利用残高１９０，０００円 

 

第４０条（ローンサービスの利息） 

１.会員がローンサービスを利用したとき、当該ローンサービス融資金の第１回目の利息

は、利用日の翌日から最初に到来する支払期日まで、年３６５日の日割計算により算出

された金額とします。 

２.本会員は、ローンサービス利用残高に対し、利用日の翌日から直近の支払日（支払期

日または前条第４項に定める繰上げ返済をした日をいう。以下本条において同じ。）ま

で、以下の利率を乗じた額をローンサービスの利息として当該支払日に支払うものとし

ます。この場合の計算方法は、年３６５日の日割計算とします。 

・一般カード実質年率１４．９０％ 

・ゴールドカード実質年率１４．９０％ 

※閏年は実質年率１４．９４％ 

                                   以上 

２０２０年４月現在 


